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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識手段と、
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理
の頻度を決定する決定手段とを備え、
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段
により顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度を算出し、前記顔認識
手段により顔が認識された各領域がその領域から顔が認識された頻度で前記顔認識手段に
よる顔認識の対象となるように、前記顔認識手段による顔認識の対象とする撮像画像の範
囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理の頻度を決定する情報
処理装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴から得られる前記顔認識手段
により顔が認識された領域の大きさに基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対象とす
る撮像画像の範囲の大きさを決定する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴は、前記顔認識手段により認識されていなかっ
た顔が認識されたときの顔認識結果の履歴である請求項１又は２に記載の情報処理装置。
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【請求項４】
　撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識工程と、
　前記顔認識工程による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識工程による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理
の頻度を決定する決定工程とを含み、
　前記決定工程は、前記顔認識工程による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識工程
により顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度を算出し、前記顔認識
工程により顔が認識された各領域がその領域から顔が認識された頻度で前記顔認識工程に
よる顔認識の対象となるように、前記顔認識工程による顔認識の対象とする撮像画像の範
囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理の頻度を決定する情報
処理方法。
【請求項５】
　撮像手段を備える情報処理装置に備えられるコンピュータを、
　前記撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識手段、
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理
の頻度を決定する決定手段として機能させ、
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段
により顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度を算出し、前記顔認識
手段により顔が認識された各領域がその領域から顔が認識された頻度で前記顔認識手段に
よる顔認識の対象となるように、前記顔認識手段による顔認識の対象とする撮像画像の範
囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理の頻度を決定するため
のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像装置で撮像された画像情報に基づいて人を検知し、検知した人の大きさに対
応した画像の所定範囲を顔認識処理の対象画像として抽出し、抽出した対象画像で顔認識
処理を行う技術が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－１５５９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のように、顔認識処理を行う画像範囲を限定することで、顔認識処理
の処理時間を短縮し、応答性を向上させることができる。しかしながら、特許文献１に記
載の技術では、顔認識処理の対象画像の範囲を限定するために、顔認識処理前に毎回人を
検知する処理が必要であり、効率的ではなかった。
【０００５】
　本発明の課題は、効率的に顔認識の処理時間の短縮を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の情報処理装置は、
　撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識手段と、
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　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理
の頻度を決定する決定手段とを備え、
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段
により顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度を算出し、前記顔認識
手段により顔が認識された各領域がその領域から顔が認識された頻度で前記顔認識手段に
よる顔認識の対象となるように、前記顔認識手段による顔認識の対象とする撮像画像の範
囲、及び該顔認識の対象となる撮像画像の範囲に対する顔認識処理の頻度を決定する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、効率的に顔認識の処理時間の短縮を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態におけるデジタルサイネージ装置の機能的構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図１のスクリーン部の概略構成を示す図である。
【図３】店舗内に設置されたデジタルサイネージ装置の撮像部で撮影した撮像画像を模式
的に示す図である。
【図４】図１の制御部により実行されるコンテンツ出力処理を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る好適な実施形態を詳細に説明する。以下の実施
形態では、本発明に係る情報処理装置をデジタルサイネージ装置１に適用した場合を例に
とり説明する。なお、本発明は、図示例に限定されるものではない。
【００１０】
［デジタルサイネージ装置１の構成］
　図１は、デジタルサイネージ装置１の主制御構成を示すブロック図である。図２は、図
１のスクリーン部の概略構成を示す正面図である。デジタルサイネージ装置１は、例えば
、店舗等に設置され、顧客に対して商品説明等のコンテンツを出力する装置である。
【００１１】
　図１に示すように、デジタルサイネージ装置１は、コンテンツの映像光を照射する投影
部２１と、投影部２１から照射された映像光を背面で受けて前面に投影するスクリーン部
２２とを備えている。
【００１２】
　まず、投影部２１について説明する。
　投影部２１は、制御部２３と、プロジェクタ２４と、記憶部２５と、通信部２６と、計
時部３０とを備えている。プロジェクタ２４、記憶部２５、通信部２６、計時部３０は、
図１に示すように制御部２３に接続されている。
【００１３】
　制御部２３は、記憶部２５のプログラム記憶部２５１に記憶されている各種のプログラ
ムを実行して所定の演算や各部の制御を行うＣＰＵ（Central Processing Unit）とプロ
グラム実行時の作業領域となるメモリ（いずれも図示略）とを備えている。制御部２３は
、記憶部２５のプログラム記憶部２５１に記憶されているプログラムとの協働により、後
述するコンテンツ出力処理を実行する。制御部２３は、顔認識手段、決定手段として機能
する。
【００１４】
　プロジェクタ２４は、制御部２３から出力された画像データを映像光に変換してスクリ
ーン部２２に向けて照射する投影装置である。プロジェクタ２４は、例えば、アレイ状に
配列された複数個（ＸＧＡの場合、横１０２４画素×縦７６８画素）の微小ミラーの各傾
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斜角度を個々に高速でオン／オフ動作して表示動作することでその反射光により光像を形
成する表示素子であるＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス）を利用したＤＬＰ（Di
gital Light Processing）(登録商標)プロジェクタが適用可能である。
【００１５】
　記憶部２５は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）や不揮発性の半導体メモリ等により構成さ
れる。記憶部２５には、図１に示すように、プログラム記憶部２５１が設けられている。
プログラム記憶部２５１には、制御部２３で実行されるシステムプログラムや後述するコ
ンテンツ出力処理を始めとする各種処理を実行するための処理プログラム、顔認識プログ
ラム（顔認識エンジン）、性別・年齢推定プログラム（性別・年齢推定エンジン）等のア
プリケーションプログラム、これらのプログラムの実行に必要なデータ等が記憶されてい
る。
【００１６】
　また、記憶部２５には、コンテンツ記憶部２５２、顔認識履歴記憶部２５３、顔認識設
定記憶部２５４等が設けられている。　
　コンテンツ記憶部２５２には、性別と年齢の組み合わせに対応付けて、その性別と年齢
の組み合わせに適合したコンテンツのコンテンツデータが記憶されている。また、その他
、どのような性別と年齢にも対応する汎用的なコンテンツ（汎用コンテンツと呼ぶ）のコ
ンテンツデータも記憶されている。コンテンツデータは、例えば、複数のフレーム画像に
より構成される動画データ及び各フレーム画像に対応する音声データにより構成されてい
る。
【００１７】
　顔認識履歴記憶部２５３には、撮像部３４により取得された撮像画像に対して行われた
顔認識処理による顔認識結果の履歴情報が蓄積記憶されている。本実施形態では、撮像部
３４により取得された撮像画像に対して顔認識処理を実行することにより、前回の顔認識
処理で認識されていなかった顔（初めての顔と呼ぶ）が認識されたときの、その顔の領域
の座標が顔認識結果の履歴情報として記憶されている。
【００１８】
　顔認識設定記憶部２５４には、顔認識処理による顔認識の対象とする撮像画像の範囲及
び頻度を示す顔認識設定情報が記憶されている。具体的には、撮像部３４により取得可能
な撮像画像領域のどの範囲に対してどのくらいの頻度で顔認識を行うかを示す顔認識設定
情報が記憶されている。
　例えば、図３に示すような撮像画像のＡ領域を１０回に５回の頻度で、Ｂ領域を１０回
に３回の頻度で、Ｃ領域を１０回に１回の頻度で、Ｄ領域を１０回に１回の頻度で顔認識
を実行する場合、Ａ領域～Ｄ領域の各座標と、「ＡＢＡＣＡＢＡＢＡＤ」のように、１０
回の顔認識処理において顔認識の対象とする領域（範囲）の順番が顔認識設定情報として
記憶されている。
　デフォルトでは、撮像画像が取得される毎に撮像画像の画像全体に対して顔認識を行う
という顔認識設定情報が記憶されている。
【００１９】
　また、記憶部２５には、顔認識履歴記憶部２５３に記憶されている履歴情報の集計タイ
ミング等が記憶されている。
【００２０】
　通信部２６は、モデム、ルータ、ネットワークカード等により構成され、ＬＡＮ等の通
信ネットワークに接続された外部機器との通信を行う。
【００２１】
　計時部３０は、ＲＴＣ（Real Time Clock）等により構成され、現在日時を取得して制
御部２３に出力する。
【００２２】
　次に、スクリーン部２２について説明する。
　図２に示すようにスクリーン部２２には、画像形成部２７と、画像形成部２７を支持す
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る台座２８とが備えられている。
【００２３】
　画像形成部２７は、映像光の照射方向に対して略直交するように配置された、例えばア
クリル板などの人型に成形された一枚の透光板２９に、フィルム状のフレネルレンズが積
層された背面投影用のフィルムスクリーン２９１や予め印刷されたフィルム２９２が貼付
されて構成されたスクリーンである。プロジェクタ２４は、画像形成部２７のフィルムス
クリーン２９１が貼付された領域に画像を投影する。画像形成部２７と前述したプロジェ
クタ２４とにより出力手段を構成している。
【００２４】
　台座２８には、ボタン式の操作部３２と、音声を出力するスピーカなどの音声出力部３
３と、撮像部３４とが設けられている。
【００２５】
　操作部３２は、各種操作ボタンを備え、操作ボタンの押下信号を検出して制御部２３に
出力する。
【００２６】
　撮像部３４は、デジタルサイネージ装置１に対向する空間の画像を撮影して撮像画像を
生成する撮像手段である。撮像部３４は、図示は省略するが、光学系及び撮像素子を備え
るカメラと、カメラを制御する撮像制御部とを備えている。
　カメラの光学系は、デジタルサイネージ装置１の前にいる人物を撮影可能な方向に向け
られている。また、その撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal-oxide Semiconductor）等のイメージセンサである。そして
、撮像素子は、光学系を通過した光学像を２次元の画像信号に変換する。
　操作部３２と、音声出力部３３と、撮像部３４とは、図１に示すように制御部２３に接
続されている。
【００２７】
［デジタルサイネージ装置１の動作］
　次に、デジタルサイネージ装置１の動作について説明する。
【００２８】
　図４に、デジタルサイネージ装置１において実行されるコンテンツ出力処理のフローチ
ャートを示す。コンテンツ出力処理は、デジタルサイネージ装置１の電源がＯＮとなった
際に、制御部２３とプログラム記憶部２５１に記憶されているプログラムとの協働により
実行される。
【００２９】
　まず、制御部２３は、画像形成部２７及び音声出力部３３によりコンテンツを出力させ
る（ステップＳ１）。具体的に、制御部２３は、コンテンツ記憶部２５２から出力対象の
コンテンツのコンテンツデータを読み出し、そのフレーム画像を順次プロジェクタ２４に
出力してプロジェクタ２４により画像形成部２７に投影させる。また、読み出した音声デ
ータを音声出力部３３に出力し、コンテンツの音声を出力させる。
　なお、電源投入当初は、例えば、汎用コンテンツの再生を行う。
【００３０】
　次いで、制御部２３は、撮像部３４により撮影を行わせ、撮像画像を取得する（ステッ
プＳ２）。
【００３１】
　次いで、制御部２３は、顔認識設定記憶部２５４から顔認識設定情報を読み出し、顔認
識設定情報に基づいて、ステップＳ２で取得した撮像画像に顔認識処理を行う（ステップ
Ｓ３）。具体的に、制御部２３は、顔認識設定情報に基づいて今回取得された撮像画像か
ら顔認識の対象とする範囲を特定し、撮像画像から特定した範囲の画像を切り出して、顔
認識プログラムに渡す。そして、顔認識プログラムにより、切り出した範囲の画像に対し
て顔認識処理を行って、人物の顔の認識を行う。顔認識処理は、例えば、特開２０１２－
５３８１３号公報に記載のＨａａｒ－ｌｉｋｅ特徴を用いた手法等、公知の画像処理技術
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を用いて行うことができる。
【００３２】
　次いで、制御部２３は、顔認識処理の結果、顔が認識できたか否かを判断する（ステッ
プＳ４）。顔が認識できなかったと判断した場合（ステップＳ４；ＮＯ）、制御部２３は
、ステップＳ１に戻る。ここで、現在汎用コンテンツ以外のコンテンツが出力対象となっ
ている場合は、出力対象を汎用コンテンツに切り替えることが好ましい。
【００３３】
　一方、顔が認識できたと判断した場合（ステップＳ４；ＹＥＳ）、制御部２３は、前回
の顔認識処理で認識されなかった初めての顔が認識されたか否かを判断する（ステップＳ
５）。ここで、制御部２３は、一度撮像画像から認識された顔はＩＤを付与してメモリ上
で管理し、その後に取得された撮像画像において、その顔が認識されなくなるまで同じＩ
Ｄを付して管理している。ＩＤで管理されていない顔が認識されると、初めての顔として
識別する。
　初めての顔が認識されていないと判断した場合（ステップＳ５；ＮＯ）、制御部２３は
、ステップＳ１に戻る。
【００３４】
　初めての顔が認識されたと判断した場合（ステップＳ５；ＹＥＳ）、制御部２３は、認
識された初めての顔の領域の座標を顔認識結果の履歴情報として顔認識履歴記憶部２５３
に記憶する（ステップＳ６）。例えば、認識された初めての顔に外接する矩形の範囲の左
上の座標と右下の座標を顔認識結果の履歴情報として記憶する。初めての顔が認識された
ときに履歴情報を記憶するようにすることで、同じ顔（人物）に対する履歴情報が何度も
記憶されてしまうことを防止することが可能となる。
【００３５】
　次いで、制御部２３は、性別・年齢推定プログラムを読み出して、認識された人物の性
別及び年齢を推定する（ステップＳ７）。顔画像に基づく性別及び年齢の推定は、例えば
、特開２０１２－５３８１３号公報に記載の顔領域のシワ特徴量、シミ特徴量、唇特徴量
に基づく人物属性推定技術等、公知の画像処理技術を用いて行うことができる。
【００３６】
　次いで、制御部２３は、ステップＳ７で推定した性別及び年齢に応じたコンテンツに出
力対象のコンテンツの設定を切り替える（ステップＳ８）。
【００３７】
　次いで、制御部２３は、顔認識履歴の集計タイミングが到来したか否かを判断する（ス
テップＳ９）。顔認識履歴の集計タイミングが到来していないと判断した場合（ステップ
Ｓ９；ＮＯ）、制御部２３は、ステップＳ１の処理に戻り、設定されたコンテンツの出力
を行う。
【００３８】
　顔認識履歴の集計タイミングが到来したと判断した場合（ステップＳ９；ＹＥＳ）、制
御部２３は、顔認識履歴記憶部２５３に記憶されている履歴情報を集計する（ステップＳ
１０）。具体的には、顔認識履歴記憶部２５３に記憶されている履歴情報を集計し、撮像
部３４により取得可能な撮像画像領域において、初めての顔が認識された各領域毎に、そ
の領域から顔が認識された回数をカウントしてその領域から顔が認識された頻度を取得す
る。なお、顔が認識された領域毎にその領域から顔が認識された回数をカウントする際に
は、領域の座標が完全に一致している必要はない。例えば、一部が重複する複数の領域が
履歴情報に存在する場合は、その複数の領域をまとめて一つの領域として取り扱い、その
頻度を取得することとしてもよい。
【００３９】
　そして、制御部２３は、集計により取得した情報に基づいて、顔認識処理による顔認識
の対象とする撮像画像の範囲及び頻度を決定し、顔認識設定記憶部２５４に設定する（ス
テップＳ１１）。具体的には、初めての顔が認識された各領域が、その領域から過去に顔
が認識された頻度と同等の頻度で顔認識処理における顔認識の対象となるように、顔認識
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の対象とする撮像画像の範囲及び頻度を設定する。そして、ステップＳ１に戻る。
【００４０】
　図３は、店舗内に設置されたデジタルサイネージ装置１の撮像部３４で撮影した撮像画
像を模式的に示す図である。店舗内では、顧客がデジタルサイネージ装置１に近づいてく
るときの動線は、いくつかに絞られる。そのため、初めての顔が認識された領域を集計す
ると、特定の範囲に集中することが想定される。例えば、図３に示す撮像画像領域の場合
、通路奥のＡ領域、Ｂ領域で初めての顔が認識される可能性が高いと想定される。また、
デジタルサイネージ装置１の後ろから来て振り返る人は、Ｃ領域で認識される可能性が高
いと想定される。そこで、本実施形態では、所定期間毎に（集計タイミング毎に）、撮像
画像領域内で初めての顔が認識された領域を集計し、認識された各領域が、その領域から
顔が認識された頻度で顔認識処理における顔認識の対象となるように、顔認識の対象とす
る撮像画像の範囲及び頻度を決定する。
【００４１】
　例えば、ステップＳ１０における集計の結果、図３に示すＡ領域から顔が認識された頻
度が５０％、Ｂ領域から顔が認識された頻度が３０％、Ｃ領域から顔が認識された頻度が
１０％、その他領域から顔が認識された頻度が１０％であった場合、Ａ領域を１０回に５
回の頻度で、Ｂ領域を１０回に３回の頻度で、Ｃ領域を１０回に１回の頻度で、Ｄ領域を
１０回に１回の頻度で顔認識すると決定する。そして、各領域に対して決定した頻度に基
づいて、顔認識を「ＡＢＡＣＡＢＡＢＡＤ」の順番で行うと決定し、各領域の座標と順番
を顔認識設定情報として顔認識設定記憶部２５４に記憶する。
【００４２】
　これにより、撮像画像領域全体に対して顔認識処理をする頻度を減らし、顔が認識され
る頻度の高い範囲に対して重点的に顔認識を行うようにすることができるので、顔認識の
応答性の向上や処理時間の短縮を図ることができる。
【００４３】
　また、図３に示すように、顔認識対象となる画像範囲の大きさは一律ではなく、その画
像範囲の位置によって変わる。例えば、Ａ領域やＢ領域は、デジタルサイネージ装置１か
ら離れた位置にいる人物の顔が写る領域であるため、認識される顔のサイズが小さい。そ
のため、Ａ領域やＢ領域に基づいて決定される顔認識の対象範囲の大きさは小さくなる（
例えば、７０×５０画素の領域となる）。一方、Ｃ領域は、デジタルサイネージ装置１の
近傍にいる人物の顔が写る領域であるため、認識される顔のサイズが大きい。そのため、
Ｃ領域に基づいて決定される顔認識の対象範囲の大きさは大きくなる（例えば、１５０×
１００画素の領域となる）。即ち、顔認識の対象とする撮像画像の範囲の大きさは過去に
その範囲において認識された顔領域の大きさに基づいて決定されるので、認識され得る顔
の大きさに合った無駄のない大きさの領域を顔認識の対象範囲とすることができる。
【００４４】
　なお、デジタルサイネージ装置１が物理的に動かされてしまった場合、顔認識履歴記憶
部２５３に記憶されている履歴情報は使えなくなる。よって、デジタルサイネージ装置１
が動かされたことを検出した場合、制御部２３は、顔認識履歴記憶部２５３に記憶されて
いる履歴情報を消去して、再度、顔認識された領域の履歴情報を蓄積する。デジタルサイ
ネージ装置１が物理的に動かされたか否かは、例えば、デジタルサイネージ装置１の台座
２８等が加速度センサを備える構成とし、加速度センサにより検出することができる。
【００４５】
　以上説明したように、デジタルサイネージ装置１によれば、制御部２３は、顔認識プロ
グラムに従って撮像部３４により取得された撮像画像に顔認識処理を行ったときの顔認識
結果を顔認識履歴記憶部２５３に蓄積記憶する。予め定められたタイミングが到来すると
、制御部２３は、顔認識履歴記憶部２５３に記憶されている顔認識結果の履歴情報を集計
し、集計した結果に基づいて顔認識処理の対象とする撮像画像の範囲及び頻度を決定し、
顔認識設定記憶部２５４に設定する。そして、制御部２３は、以降に顔認識処理を行う際
には、顔認識設定記憶部２５４に記憶されている顔認識設定情報に基づいて撮像画像から
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顔認識処理の対象とする画像範囲を特定し、特定した範囲の画像を切り出して顔認識プロ
グラムに渡して顔認識処理を行わせる。
【００４６】
　従って、過去の顔認識結果に基づいて顔認識処理の対象とする撮像画像の範囲及び頻度
を決定することができるので、従来技術のように、顔認識処理前に毎回人を検知すること
なく、効率的に顔認識の処理時間の短縮及び応答性の向上を図ることが可能となる。
【００４７】
　また、制御部２３は、顔認識履歴記憶部２５３に記憶された顔認識結果の履歴情報に基
づいて、顔認識処理によって顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度
を算出し、顔認識処理により顔が認識された各領域が、その領域から顔が認識された頻度
で顔認識処理による顔認識の対象となるように、顔認識の対象とする撮像画像の範囲及び
頻度を決定する。
　従って、撮像画像全体に対して顔認識処理をする頻度を減らし、顔が認識される頻度の
高い範囲に対して重点的に顔認識を行うことが可能となる。
【００４８】
　また、制御部２３は、過去に顔認識処理により顔が認識された領域の大きさに基づいて
顔認識処理による顔認識の対象とする撮像画像の範囲の大きさを決定する。従って、認識
される顔の大きさに合った無駄のない大きさの領域を顔認識の対象範囲とすることができ
る。
【００４９】
　また、前回認識されていなかった初めての顔が顔認識処理により認識されたときの顔認
識結果の履歴を顔認識履歴記憶部２５３に記憶するようにすることで、不要な履歴の記憶
を抑えることができる。
【００５０】
　なお、上記実施形態における記述内容は、本発明に係るデジタルサイネージ装置の好適
な一例であり、これに限定されるものではない。
【００５１】
　例えば、上記実施形態においては、撮像部３４において取得可能な撮像画像領域の全範
囲の撮像画像を取得し、制御部２３は、取得した撮像画像における顔認識対象の領域の座
標情報を顔認識プログラムに渡して、決定された撮影範囲を決定された頻度で顔認識する
ようにしたが、撮像部３４に顔認識対象の領域の座標情報を渡し、撮像部３４において、
決定された撮影範囲を決定された頻度で撮像するようにしてもよい。これにより、撮像画
像を記憶するために使用するメモリ量を抑えることができる。また、撮像画像から顔認識
対象の領域を切り出す処理を省くことが可能となる。
【００５２】
　また、上記実施形態においては、コンテンツが動画（音声付）である場合を例にとり説
明したが、これに限定されず、例えば、画像のみとしてもよい。
【００５３】
　また、上記実施形態においては、本発明をプロジェクタからスクリーンに画像を投影す
ることで画像の表示を行うデジタルサイネージ装置に適用した場合を例にとり説明したが
、例えば、パーソナルコンピュータ等の他の情報処理装置に適用しても同様の効果を奏す
ることができ、この例に限定されない。
【００５４】
　その他、デジタルサイネージ装置の細部構成及び細部動作に関しても、発明の趣旨を逸
脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定す
るものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通り
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である。
［付記］
＜請求項１＞
　撮像手段と、
　前記撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識手段と、
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲及び頻度を決定する決定手段と、
　を備える情報処理装置。
＜請求項２＞
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段
により顔が認識された各領域毎にその領域から顔が認識された頻度を算出し、前記顔認識
手段により顔が認識された各領域がその領域から顔が認識された頻度で前記顔認識手段に
よる顔認識の対象となるように、前記顔認識手段による顔認識の対象とする撮像画像の範
囲及び頻度を決定する請求項１に記載の情報処理装置。
＜請求項３＞
　前記決定手段は、前記顔認識手段による顔認識結果の履歴から得られる前記顔認識手段
により顔が認識された領域の大きさに基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対象とす
る撮像画像の範囲の大きさを決定する請求項１又は２に記載の情報処理装置。
＜請求項４＞
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴は、前記顔認識手段により認識されていなかっ
た顔が認識されたときの顔認識結果の履歴である請求項１～３の何れか一項に記載の情報
処理装置。
＜請求項５＞
　撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識工程と、
　前記顔認識工程による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識工程による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲及び頻度を決定する決定工程と、
　を含む情報処理方法。
＜請求項６＞
　撮像手段を備える情報処理装置に備えられるコンピュータを、
　前記撮像手段により取得された撮像画像に顔認識を行う顔認識手段、
　前記顔認識手段による顔認識結果の履歴に基づいて、前記顔認識手段による顔認識の対
象とする撮像画像の範囲及び頻度を決定する決定手段、
　として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【００５６】
１　デジタルサイネージ装置
２１　投影部
２２　スクリーン部
２３　制御部
２４　プロジェクタ
２５　記憶部
２５１　プログラム記憶部
２５２　コンテンツ記憶部
２５３　顔認識履歴記憶部
２５４　顔認識設定記憶部
２６　通信部
２７　画像形成部
２８　台座
２９　透光板
３０　計時部
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３２　操作部
３３　音声出力部
３４　撮像部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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